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白井市長 伊澤 史夫 様 

   白井市市民参加推進会議 

   会 長  三 浦 永 司 

 

 

平成 29年度市民参加の実施状況に対する総合的評価について（答申案） 

 

平成 29年 8月 28 日付け白市活第 85 号で諮問のありました平成 29年度市民参加の実施状

況に対する総合的評価について、審議した結果及び提言を以下のとおり答申します。 

 

 

１ 平成２９年度市民参加の実施状況に対する総合的評価  Ｐ２  

２ 平成２９年度市民参加の実施状況に対する提言     Ｐ２８ 

 

巻末資料 

１ 評価年度別市民参加条例該当の総合評価事業一覧    Ｐ３３ 

２ 市民参加推進会議答申内容・取組み結果一覧      Ｐ３５ 

 

第五期（平成 29年度～平成 31年度） 

市民参加推進会議 

会 長 三浦永司  副会長 宮本智美 

委 員 小口進一 手塚崇子 石田精一郎  

市川温子 金子龍治 徳本 悟  

中川幸子  

資料 1 H31.1.26 第 5 回市民参加推進会議 資料１ 
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答 申 

 

第五期市民参加推進会議（平成 29年 8月 28日～平成 32年 8月 27日）は、平成 29

年 8月 28日に市長から諮問された「平成 28年度から平成 30年度市民参加の実施状況

に対する総合的評価」について調査・審議するため、新たに委嘱された 9名の委員に

より、今年度は６回の会議を行いました。 

今年度の評価対象は平成 28年度に市民参加を実施した 9事業で、8事業が平成 29年

度で事業を終了し、1事業が平成 30年度以降も継続して実施する事業であり、市民参

加の手法やその実施内容について総合評価及び中間評価を行いました。 

評価にあたっては、「終了事業」については今年度から委員がより事業を深く理解し

実質的な評価を行うことと併せ、職員が市民へ事業の説明責任を果たし、市民参加に

対する意識を高めるため、昨年度同様に終了事業の全てについて担当課への職員ヒア

リングを実施しました。 

なお、「継続事業」についての点数評価は行わず、コメントによる定性的な評価を実

施することで、次年度以降の市民参加の実施予定について評価するなど今後の取組み

に反映できるようにしました。 

その結果、「審議会の設置」や「パブリックコメント（意見公募）の募集」、「アンケ

ート募集」などの複数の市民参加手法を取り入れている事業があり、市民参加を積極

的に進めるという担当課の姿勢が見られます。 

一方、審議会等における公募の市民が少数であったり、情報公開コーナー・ホーム

ページ・図書館等での事前周知と結果公表の不備があるなどの課題がありました。 

今年度は任期 2年目の中間答申として、1つの提言[市民へ積極的且つ適切な情報提

供]を行います。 

市長におかれましては、本答申を受け、第 5次総合計画に定められた市の将来像「と

きめきとみどりあふれる快活都市」の実現に向け、更なる市民参加の推進に取り組ん

でいただくようお願い致します。 
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平成 29年度市民参加の実施状況に対する総合的評価 

 

平成 30年度市民参加推進会議では、市が平成 29年度に実施した市民参加条例第 6条で規定する 9事業（平

成 29年度中に事業が終了した 8事業及び平成 30年度以降も事業継続している 1事業）について、市民参加

の実施状況に対する総合的評価を行いました。 

 今年度の評価は、平成 29年度中に終了した事業については、点数を含めた総合的な評価を実施していま

すが、継続中の事業については、中間評価となるため現時点ではコメントによる評価のみとなっています。 

 

 

  

※「評価」上段はヒアリング後の点数で（ ）内はヒアリング前の点数を表しています。 

  達成率は市民参加の中身について評価したものです。 

※◎良好（75 点以上）○妥当（55 点以上）△改善を要する（ 30 点以上）×不良(29 点以下) 

 

 平成 29年度市民参加の実施状況に対する総合的評価一覧   

 事 業 名 担当課    評 価 達成率 
ページ

数 

1 白井市地域公共交通網形成計画策定事業 都市計画課 ◎ 
96 点/ 130 点 

(98 点/ 130 点) 
73.9％  

2 市役所庁舎整備事業 管財契約課 ◎ 
79 点/ 90 点 

(80 点/ 90 点) 
87.8%  

3 白井市行政経営改革実施計画策定事業 行政経営改革課 
 

○ 

60 点/ 70 点 

(60 点/ 70 点) 
85.7%  

4 
白井市太陽光発電施設の適正な設置・管理に 

関するガイドラインの策定 
環境課 △ 

52 点/70 点 

(52 点/70 点) 
74.3％  

5 
第 5期障害福祉計画・第 1期障害児福祉計画 

策定事業 
社会福祉課 ◎ 

96 点/ 110 点 

(96 点/ 110 点) 
87.3％  

6 第 7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 高齢者福祉課 ◎ 
86 点/ 110 点 

(86 点/110 点) 
78.2％  

7 白井市空家等対策計画の策定 建築宅地課 × 
26 点/40 点 

(26 点/ 40 点) 
65.0％  

8 第 2期データヘルス計画策定事業     保険年金課 △ 
32 点/40 点 

(32 点/ 40 点) 
80.0％  

9 
西白井地区コミュニティ施設建設事業 

【中間評価】  
市民活動支援課 中間評価はコメント評価  



- 3 - 

 

【事業終了】（平成 29年度）            
１．白井市地域公共交通網形成計画策定事業 

  
総合評価：    ９６    点（達成率 73.9％） 

 

コ メ ン ト 

１ 公共交通に関しては、高齢化の進捗や人口減少という局面を迎える中、北総鉄道の利便

性向上を軸に、市内各地域において偏りなくバスや福祉タクシー等による足が確保される

ようにすることはますます重要な課題となっている。 

２ 本事業は、市民の関心が非常に高い中、多くの市民参加の手法を取り入れたことは評価

できるものの、審議会における公募委員が少ないこと、パブコメも 2件と少なかったこと

は募集期間の短さも原因していることが考えられる。 

３ アンケートの主な目的が地域別特性を探るということにあったため、在来地区に厚く、 

ニュータウン地区に薄く調査されたのは理解できるが、市民全体の意向を推測する場合に

は、人口比を勘案するべきであった。 

 

 
事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１５ 

【実施状況】 
H29.7.3～H30.3.5審議会の設置 

H29.7.26～8.31 関係者ヒアリング調査及び地区社会福祉協議

会意見募集 

H29.7.31～9.1  無作為抽出した市民及び循環バス利用者を対

象にアンケートを実施 

H29.10.14 ～10.28  ワークショップを市内６箇所で実施 

H30.2.8～2.22  パブリックコメントの募集 

 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
５ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
３ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
４ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合、 

募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１５ 

【実施状況】 

 任期：H29．3～H30．3  

 H28．2．15～2．29 公募委員募集(15日間) 

 広報しろい(H28．2．15)、市 HP、各センター、図書館、 

担当課窓口で周知 

1.委員 24人のうち市民公募委員(男 1、女 1) 

2.応募者 7名(男 5、女 2)から 2名選定、基準は公開 

 委員の男女比は男性 17名、女性 7名 

 選出地域は第 3小学校区 1名、南山小学校区 1名 

 郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター回収箱、 

担当課窓口で受付 

3.会議は 5回開催(平日日中)、全て公開で実施 

4.会議は市 HP、情報公開コーナー、図書館で事前周知 

5.会議録は要点訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館で公開 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

 

 

【コメント】 

（１）公募委員が少ない。 

（２）公募の周知に広報だけでなく各センター・図書館等の多

くの市民が見える所に出したのは評価できる。 

（３）会議回数は 5回と妥当だが、平日夜間や土日休日開催が

必要であった。 

 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１７ 

【実施状況】 

1.H30.2.8～2.22 パブリックコメント募集(15日間) 

郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、 

 図書館で資料提供 

4.広報しろい(H29.2.1)、市 HP、情報公開コーナー、各センタ

ー、図書館で事前周知 

5.2人から 2件の意見  H30.3.13 情報公開コーナー、市 HP、

図書館で結果について公表 

【コメント】 

（１）募集期間の基準は満たしているが、応募件数が少ないこ

とから、もう少し期間を長く設定する必要がある。 

（２）第 5回審議会において取り上げられ審議検討に付された

ことは良かった。 

（３）結果は項目ごとに取りまとめて公表する必要がある。 

 

 

アンケート調査の実施 

（上限 20点） 

 

1.事前周知の方法 

2.調査方法・調査期間 

3.調査対象 

4.発送件数・回収件数・ 

 回収率 

5.結果公表・取り扱い 

 

１３ 

【実施状況】 

（市民アンケート） 

H29.7.31～9.1 アンケート調査を実施 

1.自治回覧、民生委員へ事前周知 

2.郵便、循環バス利用者に対し直接配布(33日間) 

3.市在住の 15歳以上及び循環バス利用者を対象に実施 

4.7,300件、2,060件回収(回収率 28.2％) 

5.H30.3.22 市 HPで公表 

 

 

【コメント】 

（１）事前周知と結果公表が不十分であった。 

（２）回収率が 30％を下回り若干低い。 

（３）アンケート結果の公表が遅い。 

（４）地区別の人口ウエイトを勘案する必要がある。 

 

 



- 5 - 

 

 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

ワークショップ 

（上限 20点） 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.資料の提供 

3.参加者の資格 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

 

１６ 

 

【実施状況】 

1.H29.10.14～10.28 市内 6箇所で実施  

 各センターで開催  

2.出席者へ資料を配布 

3.参加者の資格要件無（自由参加） 

4.広報しろい(H29.9.15)、市 HP、行政連絡長・市民団体・民

生委員への通知にて事前周知 

5.開催記録は要点訳を公表 

 市 HP、参加名簿に住所が記載された方へ郵送 

 

【コメント】 

（１）事前周知と結果公表が不十分であった。 

（２）各センターで開催したことは評価できる。 

（３）桜台センターや白井コミュニティセンターなど少ない参

加者の所は事前の周知が必要だった。 

 

その他の方法 

（上限 20点） 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.参加者の資格 

3.事前周知の方法 

4.結果公表・取扱い 

5.市民参加の内容 

８ 

【実施状況】 

1.  

（１）ヒアリング 

鉄道事業者 

路線バス運行事業者（3社） 

タクシー運行事業者（2社） 

白井工業団地協議会 

白井市商工会 

白井市社会福祉協議会 

病院（3院） 

（２）意見募集 

 地区社会福祉協議会（6地区）推進員 

2．関係事業者及び社会福祉協議会 

3．無 

4．会議録は要点訳を市 HP、概要を計画書（資料編）に反映し

公表した。                         

5. 各対象者の事務所等に出向き、それぞれの立場から見た移

動実態や利用者特性、移動に際しての問題点、将来の地域公共

交通のあり方などについて把握するとともに、特に高齢者の意

見を伺うため、地区社会福祉協議会からの意見募集を行った。 

 

【コメント】 

（１）意見募集の対象者が限定的であった。 

（２）事前周知及び結果公表が不十分であった。 
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【事業終了】（平成 25年度～平成 29年度） 

２．庁舎整備事業 

  
総合評価：     ７９    点（達成率 87.8％） 

 

コ メ ン ト 

１ 審議会の開催、パブリックコメント募集、住民説明会の開催等充実した市民参加の手法

を採り入れており、それぞれ庁舎整備事業の進捗に合わせて適宜行われ、その成果が建設

工事に反映されており評価できる。 

２ 審議会は多数開催され、開催時間も長めという中、会議録が逐語録だけというのは、丁

寧である一方、関心のある市民だけにとどまらず、審議会委員にとっても内容を確認する

作業は相当な努力が必要と思われることから、別途要点録も作成するか、要点録だけに切

り替える必要があったのではないか。 

 

 
事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１５ 

【実施状況】 
H25.4.15～H29.8.22 白井市庁舎建設等検討委員会を設置 

H26.2.8      住民説明会を開催 16人参加 

H26.1.28～2.21   パブリックコメントの募集 

H27.2.7      住民説明会を開催 33人参加 

H27.1.28～2.17   パブリックコメントの募集 

 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
５ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
４ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
４ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合、 

募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１６ 

【実施状況】 

 任期：H25.4～建設及び改修が完了するまで 

 H25.2.1～25.3.1 公募委員募集（30日間） 

 広報しろい（H25.2.1）、市 HP、各センター、担当課窓口、 

メール配信で周知 

 

1.委員 19名のうち 5名市民公募委員(男 4名、女 1) 26％ 

2.応募者 12名(男 10名・女 2名) 

委員の男女比は男性 16名、女性 3名 

 選出地域は第 3小学校区 1名、清水口小学校区 1名、大山口

小学校区 1名、七次台小学校区 1名、池の上小学校区 1名 

 郵便、担当課窓口で受付 

3.会議は不定期で 34回開催(平日昼)、全て公開で実施 

4.会議は市 HP、情報公開コーナー、図書館で事前周知 

5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館、で公

開 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

 

 

【コメント】 

（１）会議は３４回開催され回数としては十分であるが、平日

日中の開催であったため、平日夜間や土日休日開催が必要であ

った。 

（２）会議録は逐語録のみ。一般市民にとって進捗状況を把握

するのは困難なため、簡潔な要点録が必要であった。 

 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１８ 

【実施状況】 

○白井市庁舎整備基本計画（案） 

1.H26.1.28～2.21 パブリックコメント募集(24日間) 

FAX、各センター回収箱、担当課窓口、その他（庁舎 1F回収箱

で受付） 

2.素案、概要、案内を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、 

 図書館で資料提供 

4.広報しろい(H26.2.1)、市 HP、情報公開コーナー、各センタ

ー、図書館、担当課窓口で事前周知 

5.44人から 52件の意見 

 H26.5.1 情報公開コーナー、市 HPで結果について公表 

 

○白井市庁舎整備基本設計（案） 

1.H27.1.28～2.17 パブリックコメント募集(20日間) 

メール、各センター回収箱、担当課窓口、情報公開コーナー 

2.素案、概要、案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、情報公開コーナー、各センター、図書館で 

資料提供 

4.広報しろい(H27.1.15)、市 HPで事前周知 

5.19人から 42件の意見 

 H27.4.2 広報しろい、市 HP、情報公開コーナーで結果につ

いて公表 

 

 

【コメント】 

（１）募集期間は 24日間と必要日数は確保されている。 

（２）結果を広報紙に具体的に掲載したことは評価できる。 

（３）資料提供を行った場所では必ず結果公表が必要である。 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

その他の方法 

（上限 20点） 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.資料の提供 

3.参加者の資格 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１７ 

【実施状況】 
●白井市庁舎整備基本計画（案）に係る住民説明会 

1.H26.2.8 意見交換会を開催（16名参加） 

 土曜日に市役所で開催 

2.参加者へは資料を配布 

3.白井市の住民であること  

4. 広報しろい(H26.2.1)、市 HP、情報公開コーナー 

  各センター、図書館、担当課窓口により周知 

5.会議録は逐語録で作成、意見に対する市の回答あり 

 H26.2.14 市 HP、情報公開コーナーで公開 

 

●白井市庁舎整備基本設計（案）に係る住民説明会 

1.H27.2.7 意見交換会を開催（33名参加） 

 土曜日に保健福祉センターで開催 

2.参加者へは資料を配布 

3.白井市の住民であること 

4. 広報しろい(H27.1.15)、市 HP、情報公開コーナー 

  各センター、図書館、担当課窓口で周知 

5.会議録は逐語録で作成、意見に対する市の回答あり 

 H27.4.2 市 HP、情報公開コーナーで公開 

   5.1 広報しろい  

【コメント】 

（１）住民説明会は土曜日に開催しているものの回数が、 

各１回と少ない。また、開催場所にも配慮されたい。 

（２）結果公表が図書館でされていない。公表期間に留意する

べきである。 
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【事業終了】（平成 29年度） 

３．白井市行政経営改革実施計画策定事業 

 
総合評価：  ６０    点（達成率 85.7％） 

 

コ メ ン ト 

１ 審議会委員に公募委員が半数を占めており、審議会の夜間開催やパブリックコメントの

募集期間も３週間が確保されるなど、市民参加を重視した事業展開がされたことなどは高

く評価できる。 

２ 本事業は、有識者会議が作成した「行政経営指針」に基づく実施計画ではあるが、市民

が強い関心を持っている事業でもあるので、意見交換会、ワークショップなど広範に市民

の声をくみ上げる参加手法の拡大努力も必要であったと思われる。  

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１０ 

【実施状況】 
H29.5.1～H30.1.17 白井市行政経営改革審議会を設置 

H29.12.1～H29.12.22 パブリックコメントの実施 選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
４ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
５ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
４ 

 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合 

 募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

 
 

 

 

 

 

 

 

１８ 

【実施状況】 

任期：H29.5～H32.4 

H29.2.1～29.2.17 公募委員募集（17日間） 

 広報しろい(H29.2.1)、市 HP、担当課窓口で周知 

 

1.委員 8名のうち 4名市民公募委員 

2.応募者 13名（男 12、女 1）から 2名選定、残り 2名は、無

作為抽出名簿から選任 選出地域は清水口小学校区 1 名・南

山 

小学校区 1名 郵便、電子メール、担当課窓口で受付 

3.会議は 7回開催(平日日中と夜)、全て公開で実施 

4.会議は情報公開コーナー、市 HP、図書館で事前周知 

5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館で公開 

 



- 12 - 

 

【コメント】 

（１）募集時に情報公開コーナー、図書館でも周知した方が

良い。 

（２）平日夜間に会議を開催していることやパブリックコメ

ントの結果が審議会で報告されていることは評価できる。 

 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１９ 

【実施状況】 

1.H29.12.1～H29.12.22 パブリックコメント募集(21日間) 

郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、 

 図書館で資料提供 

4.広報しろい（H29.12.1）、市 HP、情報公開コーナー、各セン

ター、図書館、担当課窓口で事前周知 

5.2人から 8件の意見 

 H30.3.13 情報公開コーナー、市 HP、図書館、広報しろい

（H30.3.15）で結果について公表 

【コメント】 

（１）募集期間が３週間あったことは評価できる。 

（２）パブリックコメントの公募を当該事業が終了する前に 

実施し、その成果が審議会に付されたことは評価できる。 

（３）結果公表を広報で行ったことは評価できる。 
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【事業終了】（平成 29年度） 

４．白井市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの策定 

  
総合評価：   ５２   点（達成率 74.3％） 

 

コ メ ン ト 

１ 市の環境基本計画の取り組みの中で、事業用太陽光発電施設の普及は、区域周辺の生活

環境に十分配慮しつつ実施されるべきものである。今回のガイドラインに基づき、近隣住

民に対する事前の説明等を、適切に実施する必要がある。 

 

２ 審議会の公募委員の割合は３３％と妥当である。選考を公平に行うため、非公開とされ

た選考基準は公開すべきであった。なお、制定が急がれる事情があったとのことだが、審

議会での審議回数など検討が不足していたこと、パブリックコメントの他にアンケートや

意見交換会など市民参加を拡充した手法も実施できれば良かった。 

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１０ 

【実施状況】 
H29.12.19～H30.3.16 審議会の設置 

H30.2.1～2.15    パブリックコメントの実施 

 
選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
４ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
４ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
３ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合 

 募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１３ 

【実施状況】 

任期：H28.12～H30.12 

 H28.1.1～H28.1.20 公募委員募集(20日間) 

 広報しろい(H28.1.1)、市 HP、各センターで周知 

1.委員 15名のうち 5名市民公募委員(男 3名女 2名) 

2.応募者 6名(男 4名女 2名)から 5名選定、基準は非公開 

選出地域は七次台小学校区 1名・南山小学校区 1名・池の上小

学校区 2名・桜台小学校区 1名 

 郵便、担当課窓口で受付 

3.会議は 3回開催(平日日中)、全て公開で実施 

4.会議は市 HP、情報公開コーナーで事前周知 

5.会議録は逐語訳を市 HPで公開 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

 

 

【コメント】 

（１）事前周知及び結果公表の手段が不十分である。 

（２）募集期間が 20日間と短かい。 

（３）会議回数が 3回と少なく、平日日中の開催であっ 

た。 

（４）ＨＰで会議録が見やすく工夫されている。 

 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 
１８ 

【実施状況】 

1.H30.2.1～2.15 パブリックコメント募集(15日間) 

郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、図書

館で資料提供 

4.広報しろい(H30.2.1)、市 HP､情報公開コーナー、各センタ

ー、図書館、担当課窓口で事前周知 

5.1人から 3件の意見 

  H30.4.3 市 HPで結果について公表 

【コメント】 

（１）市の重要施策であるため、募集期間をもう少し設ける 

必要があった。 

（２）パブリックコメントの意見が一人だけであった。 

（３）結果公表の手段が不十分である。 
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【事業終了】（平成 28年度～平成 29年度） 

５．第 5期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画策定事業  

 
総合評価：   ９６   点（達成率 87.3％） 

 

コ メ ン ト 

１ 第 5期障害者福祉計画と第 1期障害児福祉計画は、法律に基づく重要な施策である。 

  また、本事業は、関係市民においては関心が非常に高く、十分な障害福祉サービスを確

保するために、広く市民の理解を得ながら関係者の意見を集約する必要がある。 

２ 委員構成が関係者中心となるのはやむを得ないが、一般市民との相互理解も重要だと思

われるので、意見交換会や説明会を開催して、障がい者問題を市民の身近なテーマにする

より一層の努力も必要だったと思われる。 
 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１５ 

【実施状況】 
H28.9.21～H30.3.31 白井市障害者計画等策定委員会の設置 

H29.1.13～2.10    アンケート調査の実施 

H29.4.12～4.28   障害者団体等ヒアリング調査 

H30.1.17～2.6    パブリックコメントの実施 

 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
５ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
４ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
４ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合 

 募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１５ 

【実施状況】 
 任期：H28.9～H30.3 

 H28.7.15～28.8.1 公募委員募集(17日間) 

 広報しろい(H28.7.15)、市 HP、担当課窓口で周知 

1.委員 15名のうち 3名市民公募委員(女 3) 残り 1名は、無作

為抽出名簿から選任 

2.応募者 3名(女 3)から 2名選定、基準は公表 

 地域は大山口小学校区 1名、桜台小学校区 1名 

 郵便、担当課窓口で受付 

3.会議は 8回開催(平日日中)、公開で実施 

4.市 HP、情報公開コーナー、担当課窓口で事前周知 

5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館、担当

課窓口で公開 

【コメント】 

（１）公募委員が 3人と少ない。 

（２）会議回数は 8回と妥当だが、全て平日日中の開催であっ

たため、平日夜間や土日休日開催が必要であった。 

（３）事前周知方法が不十分であった。 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１８ 

【実施状況】 

1.H30.1.17～2.6 パブリックコメント募集(20日間) 

 郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、図書

館で資料提供 

4.広報しろい(H 30.1.15)、市 HP、情報公開コーナー、各セン

ター、図書館、担当課窓口で事前周知 

5.3人から 12件の意見 

 H30.3.13 市 HPで結果について公表 

【コメント】 

（１）募集期間は 21日間と必要日数は確保されている。 

（２）結果公表がホームページだけでは不十分であった。 

（３）最終の審議会後にパブリックコメントが実施されてお

り、審議会において提出された意見を検討するための審議が

されていない。複数の手法を組み合わせて実施する場合は、

スケジュール調整に留意されたい。 
（４）事前周知した場所で提出された意見が公表されていない。 

 

アンケート調査の実施 

（上限 20点） 

 

1.事前周知の方法 

2.調査方法・調査期間 

3.調査対象 

4.発送件数・回収件数・ 

 回収率 

5.結果公表・取り扱い 

 

 

 

 

 

 

１８ 

【実施状況】 

 H29.1.13～2.10 アンケート調査を実施 

1.広報しろい(H29.1.1)、市 HP、情報公開コーナー、担当課窓

口で事前周知 

2.個別郵送で調査（29日間） 

3.市内全域を対象に下記のとおり対象を抽出し実施 

①障害者手帳所持者（身体、療育、精神） 

②指定難病医療受給者証所持者  ③無作為抽出 493人 

4.計 2,670件、1,471件回収(回収率 55.1%) 

5.H30.1.17 情報公開コーナー、市 HP、図書館、各センター、

担当課窓口で公表 

【コメント】 

（１）図書館でも事前周知を行う必要がある。 

（２）アンケートの回収率の 55.1%は評価できる。 

（３）アンケートの結果発表が１年後と時間がかかりすぎてい

る。本来であれば、パブリックコメントに際して市民が参考

に使えるように公表するべきであり、時機を逃さないよう可

能な限り早期の公表に配慮されたい。 

（４）無作為抽出のアンケートサンプル数が前回同様に少な

い。前回の結果を今回の調査に活かす必要があった。 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

その他の方法 

（上限 20点） 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.参加者の資格 

3.事前周知の方法 

4.結果公表・取扱い 

5.市民参加の内容 

１７ 

【実施状況】 

1. ヒアリング調査 計 9回 

 保健福祉センター 

（１）障がい者団体等対象 

 第 1回 H29.4.12 11時～12時 参加者 12人 

 第 2回 H29.4.21 10時～11時 参加者 4人 

第 3回 H29.4.24 10時～11時 参加者 4人 

 第 4回 H29.4.24 13時～14時 参加者 4人 

 第 5回 H29.4.25 10時～11時 参加者 5人 

 第 6回 H29.4.26 10時～11時 参加者 1人 

 第 7回 H29.4.28 10時～11時 参加者 1人 

  

（２）計画相談支援事業者対象 

 第 1回 H29.4.21 13時～14時 参加者 1人 

 第 2回 H29.4.26 15時～16時 参加者 2人 

 

2. 市内の障がい者関係団体及び計画相談支援事業所。 

計 9団体 34名出席 

3．対象者への直接連絡 

4．要点訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館、各センター、

担当課窓口で公開 

5. 市職員及びコンサルタントから対象者へのヒアリング調

査を行い、障害福祉サービスの利用状況や利用者意見等を聴取

し計画に反省させる。 

 

【コメント】 

（１）9回にわたり障害者団体等を対象としたヒアリングを行

ったことは、障害者福祉サービスの課題を把握する上で有意義

であった。 

（２）結果公表は必須 3カ所の他にも積極的に行われている。 
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【事業終了】（平成 28年度～平成 29年度） 

６．第 7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 

  
総合評価：   ８６     点（達成率 78.2％） 

 

コ メ ン ト 

１ 白井市においても高齢化が進む中で介護保険事業は、国民健康保険事業と並び重要な課 

題であり、関係者はもとより、多く市民の理解を得ながら計画を策定する必要がある中、 

多くの市民参加手法を採用しながら事業が進められており評価できる。 

２ アンケートは 3種類行われており、幅広い意見やニーズの反映に努め、回収率も高かっ

たことは評価できるが、パブリックコメントの公募がなかったこと、また、意見交換会で

は、事業者だけを対象としたことなどの改善の工夫と、市民のより広い合意形成を図る努

力が必要である。 

３ 介護保険料や特別養護老人ホームや介護老人保健施設の待機状況や将来予測などのデ

ータを公開した上で審議会を進めることが必要ではなかったか。 

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
１５ 

【実施状況】 
H27.12.18～H30.12.17 介護保険運営協議会の開催 
H29.1.12～H29.1.26  アンケート調査を実施 

H29.8.18       意見交換会を開催 

H30.2.1～H30.2.15 パブリックコメントの募集 

 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
４ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
４ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
４ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合 

 募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

【実施状況】 

 任期：H27.12～H30.12 

 H27.10.1～27.10.30 公募委員募集(30日間) 

 広報しろい(H27.10 .1)、市 HP、各センター、担当課窓口で

周知 

1.委員 15名のうち 5名市民公募委員(男 5 )   

2.応募者 5名(男 5)から 5名選定、基準は公表 

 地域は清水口小学校 1名、大山口小学校区 1名、南山小学校

2名、池の上小学校区 1名 

 郵便、担当課窓口で受付 

3.会議は 5回開催(平日日中)、公開で実施 

4.市 HP、情報公開コーナーで事前周知 

5.会議録は要点訳を情報公開コーナー、担当課窓口で公開 
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評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

  【コメント】 

（１）事前周知と結果公表が不十分である。 

（２）委員 15人中公募委員 5人の割合（33％）は良かった。 
（３）会議は、全て平日日中のみの開催である。 

 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 
１６ 

【実施状況】 

1.H30.2.1～2.15 パブリックコメント募集(15日間) 

 郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、各センター、図書

館で資料提供 

4.広報しろい(H30.2.1)、市 HP、情報公開コーナー、各センタ

ー、図書館、担当課窓口で事前周知 

5. 意見はなし 

    

 

【コメント】 

（１）応募結果 0件であったので、募集期間を長くする必要が 

ある。 

（２）結果公表はホームページのみであり、事前周知した全て 

の場所で行われていない。 

意見交換会の開催 

（上限 20点） 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.資料の提供 

3.参加者の資格 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

１０ 

【実施状況】 

1. H29.8.18 意見交換会を保健福祉センターで開催 

 15名参加 

2.資料の提供無 

3.市内介護保険関連事業者 15事業所 

4.メール配信で事前周知 

5.会議録は要点訳で作成、各センター及び住民意識調査結果報

告書により公開 

  

 

【コメント】 

（１）事前周知及び結果公表の手段が不十分である。 
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実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

アンケート調査の実施 

（上限 20点） 

 

1.事前周知の方法 

2.調査方法・調査期間 

3.調査対象 

4.発送件数・回収件数・ 

 回収率 

5.結果公表・取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８   

 

 

 

 

 
 

【実施状況】 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

H29.1.12～1.26 アンケート調査を実施 

1.広報しろい（Ｈ29.1.15）にて事前周知 

2.対象者への郵便で調査(14日間) 

3.市内全域の要介護認定者及び施設入所者を除く 65 歳以上の

市民を対象に無作為抽出で実施 

4.2,502件発送、1,971件回収(回収率 78.8％) 

5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市 HP、図書

館で公表 

 

（在宅介護実態調査） 

H29.1.12～H29.1.26 アンケート調査を実施 

1. 広報しろい（Ｈ29.1.15）にて事前周知 

2.対象者への郵便で調査(14日間) 

3.施設入所者を除く要介護認定を受けている市民全員 

4.1,047件発送、684件回収（回収率 65.3％） 

5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市 HP、図書

館で公表 

 

（高齢準備期実態調査） 

H29.1.12～H29.1.26 アンケート調査を実施 

1. 広報しろい（Ｈ29.1.15）にて事前周知 

2.対象者への郵便で調査(14日間) 

3.市内全域の４０～６４歳の市民を対象に無作為抽出で実施 

4.1,999件発送、962件回収（回収率 48.1％） 

5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市 HP、図書

館で公表 

 

 

【コメント】 

（１）アンケートの回収率は良い。 

（２）事前周知の手段が不十分である。 

（３）結果公表が遅い。 

 
 

 

 

 

 

 



- 22 - 
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【事業終了】（平成 29年度） 

７．白井市空家等対策計画の策定 

 
総合評価：   ２６    点（達成率 65.0％） 

  
コ メ ン ト 

１ 枯草火災などの防火や防犯対策に加え、未利用地や耕作放棄地、未登記の土地・家屋の

発生所有者特定の困難化と付随する固定資産税の死亡者課税などの賦課徴収問題等々、多

方面に影響が広がる問題でもある。 

 

２ 本計画は、近隣住民の健全な生活環境の保全・防犯に直接関係するものであり、今後は 

さらにに大きな問題になってくる。このことから、意見交換会や地域の実態を把握してい

る自治会や市区社会福祉協議会等の協力を得ながら広く市民の意見を集約するため、市民

参加の手法の拡大が必要である。 

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
５ 

【実施状況】 
H30.2.1～H30.2.15 パブリックコメントの募集 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
２ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
２ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
２ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

パブリックコメント募集 

（上限 20点） 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

【実施状況】 

1. H30.2.1～H30.2.15 パブリックコメント募集(15日間) 

郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、情報公開コーナー、 

 各センター、図書館で資料提供 

4.広報しろい(H30.2.1)、情報公開コーナー、図書館で事前周知 

5.提出された意見はなし 

【コメント】 

（１）応募結果 0件であったので、募集期間を長くする必要が 

ある。 

（２）事前周知が不十分である。 

（３）結果 0件であったことの公表がされていない。 
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【事業終了】（平成 29年度） 

８．第 2期データヘルス計画策定事業 
 総合評価：   ３２     点（達成率 80.0％） 

 

コ メ ン ト 

１ 本事業計画は、高齢化の急速な進展と医療費の増大に対応するもので、市民生活にもつ

ながりのある問題であり、市民の関心も高いものと思われる。このため、パブリックコメ

ントやアンケートなどの手法も取り入れて行うこともできると良かった。 

２ 専門的な事柄を中心として審議する運営協議会のメンバーとして、公募委員が入ってい

ることは、広く意見を採り入れたいということの表れでもあり評価できる。 

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

実施した市民参加の数 

5点×実施数（上限 15点） 
５ 

【実施状況】 

H29.5.31～H30.2.8  国民健康保険運営協議会の開催 

選択した市民参加の手法 

（上限 5点） 
３ 

意見の取り扱い・公開方法 

（上限 5点） 
４ 

市民参加の取り組み・積極性 

（上限 5点） 
３ 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目(配点) 点数 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

（上限 20点） 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合、 

募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 
１７ 

【実施状況】 

 任期：H29．4～H31．3  

 H29．2．1～2．15 公募委員募集(15日間) 

 広報しろい(H29．2．1)、市 HP、各センター、図書館、担当

課窓口で周知 

1.委員 10人のうち市民公募委員(男 1、女 2) 

2.応募者 6名(男 4、女 2)から 3名選定、基準は公開 

 委員の男女比は男性 6名、女性 4名 

 選出地域は第 1小学校区 2名、池の上小学校区 1名 

 郵便、電子メール、担当課窓口で受付 

3.会議は 3回開催(平日日中)、全て公開で実施 

4.会議は市 HP、情報公開コーナー、図書館で事前周知 

5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館で公開 

【コメント】 

（１）公募委員募集の事前周知に一部不備がある。 

（２）会議開催通知は情報公開 3原則の場所でされているが、 

 会議の開催が 3回とも全て平日日中であった。 

（３）公募委員の割合が 30％で、出席率が高いことは評価で

きる。 

（４）第一期から前進して事業に対する会議内容が分かりやす

く公表されたことは評価できる。 
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【事業継続】（平成 26年度～平成 31年度） 

９．西白井地区コミュニティ施設建設事業 
 

コ メ ン ト 

（１）施設の整備に当たっては、今後も市民に対する情報提供が必要となる。 

（２）地区説明会を休日に開催したことは、地域コミュニティを高める意味でも良かったが、 

 近隣住民以外にも広く市民を対象としても良かったのではないのか。 

 

 

事業における市民参加の評価 

評価項目 実施状況とコメント 

平成２９年度以前に実施

した市民参加の手法 

【実施状況】 
H26.7～ 西白井地区コミュニティ施設建設準備委員会 

H29.6. 8～H29.6.21 パブリックコメントの募集 

H29.6.10 住民説明会の実施 

 

【コメント】 

建設準備委員会を土日に開催したことやパブリックコメントにおい

ても多くの意見が出たことは評価できる。 

 

平成３０年度以降に実施

予定の市民参加の手法 

※H30 審議会を開催予定 

【コメント】 

 

 

 

実施した市民参加の評価 

評価項目 実施状況とコメント 

審議会等の設置 

 

1.公募委員の数・全体に 

 占める割合  

2.選考基準・公募委員の 

 男女比・地域の割合 

 募集方法 

3.会議の回数・時間帯 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

【実施状況】 

 任期：H26.7.26～H32.3.31（建設が完了するまで） 

 H26.6.1～6.13 公募委員募集(13日間) 

 広報しろい(H26.6.1)、市 HP、情報公開コーナー、各センターで周知 

1.委員 14名のうち 2名市民公募委員(男 2/女 0) 

2.応募者 3名(男 3/女 0)から 2名選定、基準は公開地域は大山口小学 

校区 1名、南山小学校区 1名 郵便、メール、担当課窓口で受付 

3.会議は 14回開催、全て公開で土日休日に実施 

4.会議は市 HP、情報公開コーナーで事前周知 

5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市 HP、図書館で公表 

 

【コメント】 

（１）事前周知の方法が不十分である。 

（２）土日休日開催は評価できる。 

（３）公募委員占率１４％と基準の３０％を下回る。 
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評価項目 実施状況とコメント 

パブリックコメント募集 

 

1.募集期間・提出方法 

2.提供資料 

3.提供場所 

4.事前周知の方法 

5.結果公表・取扱い 

【実施状況】 
1. H29.6.8～H29.6.21 パブリックコメント募集(14日間) 

郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付 

2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供 

3.担当課窓口、市 HP、各センター、情報公開コーナー、 

 各センター、図書館で資料提供 

4.広報しろい(H29.6.1)、市 HP、情報公開コーナーで事前周知 

5.4人から 28件の意見 

 H29.6.30 情報公開コーナー、市 HP、図書館で結果について公表 

 

【コメント】 

（１）施設の基本設計(素案)の段階でパブリックコメントを行ったこ

とは、市民の意見を把握する上で良かった。多くの意見が出されたこ

とは評価できる。 

（２）事前周知の手段が不十分である。 

その他の手法の開催 

 

1.開催場所・時間・回数 

2.参加者の資格 

3.事前周知の方法 

4.結果公表・取扱い 

5.市民参加の内容 

【実施状況】 

●西白井地区コミュニティ施設建設に係る地区説明会 

1.H29.6.10 意見交換会を開催（28名参加） 

 土曜日に大山口小学校体育館で開催 

2.参加者へは資料を配布 

3.白井市の住民であること  

4. 広報しろい(H29.6.1)、市 HP、情報公開コーナー 

5.会議録は逐語録で作成、意見に対する市の回答あり 

 H29.6.26 市 HPで公開 

 

 

【コメント】 

（１）事前周知と結果公表の手段が不十分である。 

（２）開催の周知は、回覧板でも知らせると良い。 
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[提言] 市民へ積極的且つ適切な情報提供   

  ―事業の計画・実施・評価・改善における検討に要した資料の公開―  

 

 市では、平成１６年に本条例施行以後、着実に市民参加を進めてきましたが、更な

る市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくためには、不足している取り組み

を加えて市民参加を推進していく必要があります。 

本年度評価した中で、審議会等の公募の市民が少数であったり、パブリック・コメ

ントの意見が少数であった事業があったことは、市民が市政に参加しにくかった側面

があり、市民への情報提供が不足していたことが要因の一つであると捉えているとこ

ろです。 

 このため、より多くの市民が市政に参加できるよう、参加しやすい環境の整備に努

める必要があり、市民への積極的且つ適切な情報提供が極めて重要となります。 

市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を市政に十分活かしていくため

には、市民各々が市政の現状を適確に把握し正しい考えや意見の基で市政に参加して

いくことが、協働によるまちづくりを推進していく上で不可欠であると考えています。

このことを踏まえ、市政に関する情報は、市民からの求めがあってから提供するので

はなく、積極的に且つ適確な情報をタイムリーにわかりやすい形で公開していただく

ことを期待します。 
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巻末資料 
１．評価年度別市民参加条例該当の総合評価事業一覧 

審議年度 事業数 該当事業名 評価 

３０年度 
８事業 

(１事業) 

白井市地域公共交通網形成計画策定事業 

市役所庁舎整備事業 

白井市行政経営改革実施計画策定事業 

白井市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関する 

ガイドラインの策定 

第 5期障害福祉計画・第 1期障害児福祉計画策定事業 

第 7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 

白井市空家等対策計画の策定 

第 2 期データヘルス計画策定事業  

◎９５点 

◎７９点 

○５９点 

△５１点 

 

◎９６点 

◎８６点 

×２６点 

△３１点 

２９年度 
７事業 

(５事業) 

白井市シティプロモーション基本方針策定事業 

白井市公共施設等総合管理計画策定事業 

白井市行政経営指針策定事業 

白井市地域福祉計画策定事業 

第１期データヘルス計画策定事業 

白井市耐震改修促進計画策定事業 

白井市教育大綱策定事業 

◎９１点 

○６５点 
コメント評価 

◎９２点 

×２４点 

△３１点 

△４１点 

２８年度 
８事業 

(５事業) 

男女共同参画推進事業 

白井市まち・ひと・しごと総合戦略策定事業 

白井市第５次総合計画策定事業 

白井市障害者計画等策定事業 

第２次しろい健康プラン策定事業 

都市マスタープラン策定事業 

白井市第２次環境基本計画の中間見直し事業 

白井市汚水適正処理構想策定事業 

○７４点 

○７１点 

◎１１５点 

◎８８点 

◎８１点 

◎９２点 

○７２点 

△４６点 

２７年度 
８事業 

(８事業) 

ごみの減量化・資源化推進事業 

第６期白井市高齢者福祉計画・白井市介護保険事業計

画策定事業 

子ども子育て支援事業計画策定事業（次世代育成支援

地域行動計画推進事業） 

白井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例策定事業 

白井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 事業

の運営に関する基準を定める条例策定事業 

白井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例策定事業 

白井市歯科口腔保健の推進に関する条例策定事業 

白井市新型インフルエンザ等対策行動計画改訂事業 

〇５８点 

◎１１６点 

 

◎７７点 

 

△５４点 

 

△３０点 

 

△３０点 

 

△５０点 

△５１点 
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審議年度 事業数 該当事業名 評価 

２６年度 
２事業 

(６事業) 

事務処理市移行推進事業 

地域防災計画素案策定事業 

◎７６点 

〇７４点 

２５年度 
７事業 

(８事業) 

白井市除染実施計画策定事業 

白井市暴力団排除条例策定事業 

白井市地域福祉計画策定事業 

市民参加・協働のまちづくりプラン策定事業 

白井市産業振興条例策定事業 

白井市生活排水処理基本計画策定事業 

美しい景観形成推進事業（事業中止） 

〇５５点 

△５３点 

〇８３点 

〇７８点 

〇７２点 

〇５５点 

〇６３点 

２４年度 
２事業 

(９事業) 

第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 

白井市環境基本計画策定事業 

〇８３点 

〇７３点 

２３年度 
２事業 

(４事業) 

白井市第４次総合計画後期基本計画策定事業 

男女共同参画推進新行動計画策定事業 

〇８５点 

〇７５点 

２２年度 
５事業 

(７事業) 

健康増進計画策定事業 

白井市次世代育成支援地域行動計画策定事業 

白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例の制定事業 

災害時要援護者避難支援プラン策定事業 

白井市耐震改修促進計画策定事業 

〇６９点 

〇６８点 

△３４点 

 

△４２点 

△３７点 

２１年度 
３事業 

(５事業) 

第一地区コミュニティセンター施設整備事業 

市民グラウンドの設置及び管理に関する条例の廃止

及び代替施設の整備事業 

第４期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 

△５３点 

×２３点 

 

△５４点 

２０年度 
２事業 

(３事業) 

第８次白井市交通安全計画策定事業 

白井市環境基本計画改定事業 

△３１点 

△４６点 

１９年度 
３事業 

(４事業) 

白井市障害者計画策定事業 

白井市都市計画法に基づく開発行為に係る技術的細

目の強化等に関する条例（事業中止） 

白井市国民保護計画策定事業 

〇７２点 

×１８点 

 

△３７点 

１８年度 
５事業 

(７事業) 

総合計画推進事業 

白井市男女平等推進行動計画策定事業 

行政改革実施計画策定事業 

第３期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 

白井市自転車駐輪場整備計画事業 

〇７４点 

△５４点 

△５２点 

△５４点 

×２２点 

１７年度 
１事業 

(３事業) 
次世代育成支援地域行動計画策定事業 〇７５点 

合 計 ５５事業 （評価事業延べ数１２９事業） 
平均点 

６１.９点 

※複数年にわたる事業で既に事業が終了した事業については、事業終了年度に加えた。 

（ ）事業は、その年度に実施した事業で、評価した事業となるため事業の重複を含む。 
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２．市民参加推進会議答申(提言)内容・取組み結果一覧 

審議年度 答申内容 取組み結果 

３０年度 ・市民へ積極的且つ適切な情報提供 

 

２９年度 

・無作為抽出による公募委員候補者登録 

制度の拡充 
・市民参加の手法の平日夜間、土日の 

開催 

・無作為抽出の対象に意見交換会とワー
クショップを加えて実施しる。 

 
 

２８年度 

・職員ヒアリングを対象事業へ拡大実施 

・中間評価の評価方法の見直し 

・パブリックコメントへのゼロ回答を無 
くすための工夫の検討 

・市民参加対象事業の担当職員に対する 

事前研修の導入 

・平成２９年度より終了評価の全てに職
員ヒアリングを実施することを決定 

・平成２９年度より中間評価の点数評価
を廃止し、コメントによる評価へ見直
すことを決定 

・広報しろいにおける市民参加の手法に
関する記事の掲載方法の工夫 

・市民参加対象事業担当課への職員研修
等の開催 

２７年度 

・情報公開場所の 3 原則 

・市民参加への積極的な取組みと適切な
手法の選択 

・市民参加をさらに進めるための新たな
評価方法の検討 

・情報公開については情報公開コーナー、
市ＨＰ、図書館の３箇所の公開を 必須
とすることを決定 

・職員を対象とした市民参加に対する研
修の開催 

・平成２８年度より事業担当課の職員ヒ
アリングの試行実施を決定 

２６年度 
・市民目線の情報提供 
・公募委員の応募増加対策 

・市民参加条例の改正に向けた議論 

・情報公開コーナーにおける会議録の冊
子に中表紙の差し込み 

・図書館に会議録を閲覧できるコーナー
を設置 

・市ホームページのリニューアル 

・平成２８年度から委員公募における無
作為抽出制度の試行実施を決定 

２５年度 
・評価基準の見直し 
・無作為抽出による市民参加方法の導入 

・市民参加条例の見直し 

・総合的評価を条例基準と加点水準に区
分け 

・平成２６年度に無作為抽出による市民
参加方法の導入について検討を行う。 

・条例の見直しについては継続審議とす
る。 
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審議年度 答申内容 取組み結果 

２４年度 

・条例で公表が義務付けられた事項の順  

 守 

・市民参加条例の実施状況の評価区分の
見直し 

・住民投票条例の研究と審議会委員構成
の調査 

・市民討議会と無作為抽出された市民に
よる市民参加の研究 

・市長から職員へ指示 
・「良好」「改善する」「見直す」の３区分
から「良好」「妥当」「要改善」「不良」
の４区分に変更 

・平成２５年度に検討した結果、市民討
議会を採用し、実施することは難しい
との結論に至る。 

２３年度 

・広報しろい・ホームページを活用した
情報提供の方法について 

・「市民討議会」などの市民参加方法の研  

 究 

・行政用語の言い直しについて 

・情報提供施策の推進に関する基本方針
を策定 

・住民基本台帳の無作為抽出で選出され
た市民が市民判定人となる事業仕分を
実施 

・広報などにおいて、パブリックコメン
トに(意見公募)と併記することを決定 

２２年度 

・市民参加実施状況調査票における評価
項目・採点の再検討 

・市民参加条例の見直しの研究 

・常設型住民投票条例の研究 

・市民参加実施状況調査票をワード形式
からエクセル形式に変更する等の改訂
を実施 

・翌年度以降に後期基本計画に合わせて
研究 

２１年度 

・情報の一元化と参加機会の拡充 

・調書の様式見直し 
・パブリックコメント(意見公募)の活用 

・実施段階・評価段階への市民参加の推  

 進 
・協働のまちづくりを推進するための指 

針策定 

・ホームページに市民参加専用のコーナ
ーを設置 

・庁内各課間の協働を積極的に推進する
ことを全課に通知し、広報しろい等で
市民へ周知 

・「市民参加・協働のまちづくりプラン」
の策定を決定 

２０年度 

・情報提供ルールの制定 
・市民参加条例事業の範囲拡大 

・公募市民の拡大について 

・評価調書の見直し 
・市民提案制度の検討 

・モニター登録制度の導入 

・審議会募集方法の改善 
・自己評価の実施 

・情報の一元化と情報発信の充実を図る
ため、「広報しろい」において平成２１
年度市民参加の実施予定について周知 

・市民参加条例を市民にＰＲするためパ
ンフレットを作成 

・市民参加条例の共通理解を図るため、
新規職員、全職員を対象とした研修を
それぞれ実施 

・審議会等の公募枠の拡大について、全
課に対し通知、徹底 

１９年度 
・市民参加条例の対象範囲の見直し 
・調書の充実と見直し 

・情報収集・発信の充実 

・各々の課題に対して、現状と解決のた
めの具体例を挙げ、翌年の市民参加推
進会議で報告 

 
 


